
- 49 -

 

１ 緑化重点地区の指定 

(1) 緑化重点地区の位置づけと指定方針
ア 位置づけ

緑化重点地区は、本市域の中で特に重点的な緑化を進めることにより、緑のネットワー

クの形成や面的な緑化の充実など、緑豊かな潤いのあるまちづくりを先導する地区として

位置づけます。 

また、緑化重点地区においては、地区の特性を活かしながら、住民、企業等と行政との

適切な役割分担と連携のもとに、緑地協定、地区計画制度の活用、公共公益施設の緑化、

民有地緑化の促進・支援、都市公園の整備・改善など関連施策の展開を図ります。 

イ 指定方針
緑化重点地区は、重点的な緑化により、その効果を挙げるべき地区であることから、原

則として都市計画区域内の市街地において定めることとします。 

指定に当たっては、次のような地区（市街地）を検討対象とします。 

○廿日市市都市計画マスタープランにおいて拠点地区等に位置づけられている市街地

○本市の市街地の特徴であり、代表的な生活空間となっている丘陵部等の住宅団地

○従前の緑の基本計画における緑化重点地区

(2) 緑化重点地区の指定地区
緑化重点地区は、上記の位置づけと指定方針を踏まえ、次の地区を優先的に指定します。

① 都市計画マスタープランに位置づけられる拠点地区等のうち、都市整備上の

重要性が高い地区、かつ 

② 地元住民など民間による緑化等の取組と行政による取組が連携することで、

地区の良好な環境の形成に大きな効果が期待される地区 

【指定地区】 
シビックコア周辺地区、木材港地区、大野中央地区、宮島口地区

宮浜温泉周辺地区、津田地区 

また、このほかに、住民・企業による提案など地元の機運を考慮して段階的に指定する地

区（候補地区）を設定します。 

【候補地区】 
住宅団地地区、ＪＲ前空駅周辺地区、宮内工業団地 

第４章 緑化重点地区の計画 
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■緑化重点地区の指定地区及び候補地区

区分 地区名 指定の意義等 

指定 

地区 

シビックコア周辺地区 ・本市の「都市拠点地区」に位置づけられ、公共公益施設、

商業業務施設、交通施設等が集積して都市のシンボルとな

る地区で、緑豊かな魅力ある賑わい空間を形成する必要が

あります。

木材港地区 ・計画的に開発された工業地で、「新都市活力創出拠点地

区」として長期的に産業構造と土地利用の再編を図りつ

つ、施設敷地の緑化等により良好な環境の形成を図る必要

があります。

大野中央地区 ・大野地域の「地域拠点地区」に位置づけられる地区で、計

画的な市街地整備が実施されており、良好な都市環境を形

成する必要があります。

津田地区 ・佐伯地域の「地域拠点地区」に位置づけられる地区で、地

域の中心地にふさわしい良好な都市環境を形成する必要が

あります。

宮島口地区 ・宮島と一体に「観光交流拠点地区」に位置づけられる地区

で、宮島の玄関口として快適で魅力的な空間を創出する必

要があります。

宮浜温泉周辺地区 ・健康保養エリアに位置づけられる地区で、観光拠点として

良好な景観の形成を図る必要があります。

候補 

地区 

住宅

団地

地区 

四季が丘､宮園､陽光台 

阿品台､阿品ハイツ 

青葉台､宮島口団地 

宮島口グリーンハイツ 

ふじタウン 

宮島ニュータウン 

前空台 

・計画的に開発された丘陵地の住宅団地で、緑豊かな住宅地

の形成を図る必要があります。

・青葉台などでは住民による緑化活動が行われています。

ＪＲ前空駅周辺地区 ・ＪＲ前空駅周辺地区について、良好な都市環境の形成を図

る必要があります。

宮内工業団地 ・計画的に開発された工業地で、工場敷地の緑化等により良

好な環境の形成を図る必要があります。
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■緑化重点地区の指定地区及び候補地区の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 緑化重点地区の緑化の方針 
緑化重点地区として位置づけた地区及びその候補地区を対象として、地区の位置づけと緑

化の方針を次頁以降に示します。 

これらの地区のうち、シビックコア周辺地区、大野中央地区、津田地区など、都市内の拠

点型の地区においては、当該地区の役割を踏まえて、主要な都市機能を効果的に配置すると

ともに、地区の特色を活かした安全、安心で魅力ある都市空間を構成していくことが必要で

す。 

このため、緑化の方針においても、既存の緑を活かすとともに、地区の防災性の向上にも

配慮し、水辺、歴史文化資源、公共公益施設などと連携した、地区全体の《緑の骨格》のあ

り方に着目し、その配置と取組を主な内容としています。 

一方、計画的な開発によって整備された住宅団地や工業団地では、都市空間の構成と緑の

骨格はほぼ定まっています。 

このため、緑化の方針は、住民または企業等が連携して面的な緑化を充実させていくため

の取組を主な内容としています。 
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(1) シビックコア周辺地区 
ア 地区の位置づけ 

廿日市市の都市拠点地区 

・都市機能の集積整備、高次化、賑わい空間の整備､土地の有効・高度利用、良好な住

環境の整備など中心市街地としての魅力や利便性を向上させる地区 

 

イ 緑化の方針 
既存の環境ストックと今後の都市整備の動向を活かして、災害時に防災空間の役割も担

う緑の骨格のネットワークを形成します｡ 

○シビックコア地区 

○ＪＲ廿日市駅周辺（駅北、駅南）～畑口寺田線       ○宮内串戸駅周辺 

○市役所～市民活動センター等  ○国道２号沿道 

○旧西国街道沿道、天神の寺社等 ○住吉桜並木、潮まわし  ○可愛川沿い 
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(2) 木材港地区 
ア 地区の位置づけ 

新都市活力創出拠点地区 

・既存の産業集積を踏まえ、新しい時代環境に即応した産業構造の転換、土地利用転換

などによる再編整備の誘導を進める地区 

 

イ 緑化の方針 
今後の土地利用転換の可能性がある木材港北地区を中心に､企業の施設整備に連動した

緑化を促進するとともに、シビックコア周辺地区と連携した緑の骨格を形成します｡ 
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(3) 大野中央地区 
ア 地区の位置づけ 

大野地域の地域拠点地区 

・生活サービス機能の充実強化による地域拠点性の向上、良好な居住の場としての整備

を進める地区 

 

イ 緑化の方針 
街路や河川整備に合わせた潤いのある空間整備と既存の公共公益施設の緑が連携し、災

害時に防災空間の役割も担う緑の骨格を形成します｡ 

中央地区土地区画整理区域における面的な緑化を促進します｡ 
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(4) 津田地区 
ア 地区の位置づけ 

佐伯地域の地域拠点地区 

・生活サービス機能の充実強化による地域拠点性の向上、良好な居住の場としての整備

を進める地区 

 

イ 緑化の方針 
市民サービスや文化活動の拠点として、公共公益施設・公共空間を中心に民間施設敷地

が連携した緑化により、災害時に防災空間の役割も担う緑の骨格を形成します｡ 
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(5) 宮島口地区 
ア 地区の位置づけ 

観光交流拠点地区（宮島と一体の位置づけ） 

・港湾・景観・交通・バリアフリーなど総合的環境の整備を進める地区 

 

イ 緑化の方針 
「宮島口地区まちづくりグランドデザイン」（平成28(2016)年３月策定）に基づき、世

界遺産・宮島の玄関口にふさわしい良好な景観の形成と賑わいの創出に向けて、地区の緑

化を進めます。 

観光客への「もてなし」の場となり、嚴島神社周辺の景観の形成に資するよう、次のよ

うな観点から緑の空間を充実させていきます｡ 

○ＪＲ宮島口駅と桟橋を結ぶ軸線の景観 

○国道２号からアプローチする道路周辺の景観 

○海上や対岸から見られる海岸部の景観形成 
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(6) 宮浜温泉周辺地区 
ア 地区の位置づけ 

健康保養エリア 

・歴史文化発信拠点等と連携して、観光・交流機能を担う地区 

 

イ 緑化の方針 
温泉地としての潤いある環境と、国道２号からのわかりやすい入り口環境を整えていく

ための緑化を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 58 - 

(7) 住宅団地地区（図は次頁参照） 
四季が丘、宮園、陽光台 

阿品台、阿品ハイツ、青葉台、宮島口団地、宮島口グリーンハイツ 

ふじタウン、宮島ニュータウン、前空台 

 

ア 地区の位置づけ 
専用住宅地 

・良好な環境の維持・保全に努めるとともに、団地の成熟化に伴う高齢化の進行等に対

し、安全で快適な環境の保全や生活サービス機能の誘導を図る地区 

 

イ 緑化の方針 
住宅団地の環境・コミュニティの維持・再生につながる取組として、緑化等の取組を進

めます。 

○団地ごとの状況(＊)に応じたルールや公園再生 

(＊)生垣・柵の緑化などのルールが定められている団地～定められていない団地 

緑化や公園整備の時期が古い団地～新しい団地 

特に良好な緑化が行われている団地 など 

○住民の自主的な取組への支援 

 

(8) ＪＲ前空駅周辺地区 
ア 地区の位置づけ 

鉄道駅周辺 

・駅周辺における土地の有効利用を促

進し、商業・業務機能の立地を誘導

する地区 

 

イ 緑化の方針 
駅前広場周囲や国道２号沿いの土地利

用（有効利用）を進めるとともに、敷地

の緑化を促進し、潤いのある緑の玄関口

を形成します。 
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(9) 宮内工業団地 
ア 地区の位置づけ 

生産・流通エリア 

・拠点地区と連携し、生産・流通を安定的に支えていく地区 

 

イ 緑化の方針 
山林や緑化法面を継承します。 

工場などの施設敷地や公園の充実により、良好な生産活動の場にふさわしい環境を形成

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




